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玉浦西地区まちづくりニュース 第１７号 

このニュースでは、「玉浦西地区まちづくり検討委員会」の内容を中心に、玉浦西地区のまちづくりに関するさまざまな
情報を配信します。 

まちづくりのルール最終案を検討 

『玉浦西地区まちづくり検討委員会』の第 17 回会議が 3 月 18 日（月）に市役所大会議

室で開催されました。 

今回の会議では、3 月 3 日に開催した玉浦西地区のまちづくりのルール案に関する説明

会でのご意見等を踏まえて、事務局より提示されたまちづくりのルール最終案の内容に関

して、ワークショップにより検討を行いました。 

2013 年４月 3 日

玉浦西地区まちづくり検討委員会 発行

今回の検討では、特に「塀、かき又はさくの構造の制限」の中の『道路境界に面して宅地

に設置する塀、かき又はさく』の内容に関して、以下のように各班からの意見が分かれま

した。 

◇「設ける場合は」とあるが、設ける人と設けない人がいると街並みがバラバラになっ

てしまう。生垣に統一すべきではないか。 

◇原案通りで良いのではないか。 

◇塀、かき又はさくを設けない選択もできることが分かるように、別の表現に改めるべ

きではないか。 

これについて、各委員による意見交換を行い、検討委員会の意見として、道路境界に面し

て設置する塀、かき又はさくは、生垣に統一することとしました。 

その他の内容については、概ね事務局案の内容で問題ないことが確認されたことから、次

回の検討委員会において、まちづくりのルールに関する市長報告を行うこととしました。


